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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成28年6月30日(2016.6.30)

【公表番号】特表2015-528244(P2015-528244A)
【公表日】平成27年9月24日(2015.9.24)
【年通号数】公開・登録公報2015-059
【出願番号】特願2015-521879(P2015-521879)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｍ   3/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｗ   4/24     (2009.01)
   Ｈ０４Ｍ  15/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｍ    3/00     　　　Ｄ
   Ｈ０４Ｗ    4/24     　　　　
   Ｈ０４Ｍ    3/00     　　　Ｂ
   Ｈ０４Ｍ   15/00     　　　Ｇ

【手続補正書】
【提出日】平成28年5月12日(2016.5.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリシーインフラストラクチャを使用してローカルブレークアウトを制御するためのシ
ステムであって、前記システムは、
　加入者に関連付けられた承認要求を進化型ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）から受信するとと
もに、前記承認要求に応答して、加入者固有ポリシーを前記ｅＮｏｄｅＢにインストール
して、前記加入者のために前記ｅＮｏｄｅＢでローカルブレークアウトを実現するように
構成された、ポリシーおよび課金ルール機能（ＰＣＲＦ）を含む、システム。
【請求項２】
　前記ＰＣＲＦは、前記加入者固有ポリシーを前記ｅＮｏｄｅＢにインストールして、加
入者層に基づくローカルブレークアウトを実現するように構成されている、請求項１に記
載のシステム。
【請求項３】
　前記ＰＣＲＦは、前記加入者固有ポリシーを前記ｅＮｏｄｅＢにインストールして、デ
バイスタイプに基づくローカルブレークアウトを実現するように構成されている、請求項
１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記ｅＮｏｄｅＢは、ポリシー制御および実施機能（ＰＣＥＦ）として機能する、請求
項１～３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項５】
　前記ＰＣＲＦは、前記加入者固有ポリシーを前記ｅＮｏｄｅＢにインストールして、ユ
ーザ端末（ＵＥ）アプリケーションによって要求されたサービス品質（ＱｏＳ）に基づく
ローカルブレークアウトを実現するように構成されている、請求項１～４のいずれか１項
に記載のシステム。
【請求項６】



(2) JP 2015-528244 A5 2016.6.30

　ポリシーインフラストラクチャを使用してローカルブレークアウトを実現するためのシ
ステムであって、前記システムは、
　進化型ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）を含み、前記ｅＮｏｄｅＢは、加入者に関連付けられ
た承認要求をポリシーおよび課金ルール機能（ＰＣＲＦ）に送信するとともに、加入者の
ためにｅＮｏｄｅＢでローカルブレークアウトを実現するための加入者固有ポリシーを、
ＰＣＲＦから受信するように構成されている、システム。
【請求項７】
　前記ｅＮｏｄｅＢは、加入者層に基づくローカルブレークアウトを実現するように構成
されている、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記ｅＮｏｄｅＢは、デバイスタイプに基づくローカルブレークアウトを実現するよう
に構成されている、請求項６に記載のシステム。
【請求項９】
　前記ｅＮｏｄｅＢは、ポリシー制御および実施機能（ＰＣＥＦ）として機能する、請求
項６～８のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記ｅＮｏｄｅＢは、ユーザ端末（ＵＥ）アプリケーションによって要求されたサービ
ス品質（ＱｏＳ）に基づくローカルブレークアウトを実現するように構成されている、請
求項６～８のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１１】
　ポリシーインフラストラクチャを使用してローカルブレークアウトを制御するための方
法であって、前記方法は、
　ポリシーおよび課金ルール機能（ＰＣＲＦ）で、
　　加入者に関連付けられた承認要求を進化型ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）から受信するス
テップと、
　　前記承認要求に応答して、加入者固有ポリシーを前記ｅＮｏｄｅＢにインストールし
て、前記加入者のために前記ｅＮｏｄｅＢでローカルブレークアウトを実現するステップ
とを含む、方法。
【請求項１２】
　ポリシーインフラストラクチャを使用してローカルブレークアウトを実現するための方
法であって、前記方法は、
　進化型ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）で、
　　加入者に関連付けられた承認要求を進化型ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）に送信するステ
ップと、
　　加入者のためにｅＮｏｄｅＢでローカルブレークアウトを実現するための加入者固有
ポリシーを、ＰＣＲＦから受信するように構成されている、方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　いくつかの実施形態では、ｅＮＢ１　１０４および／またはｅＮＢ２　１１６は、所与
の加入者またはサービスデータフローのためにＬＢＯを行なうべきかどうかを判断するた
めに、ＰＣＲＦ１１０と通信してもよい。たとえば、加入者がアクセスネットワークの使
用を試みている場合、ｅＮＢ１　１０４は承認要求をＰＣＲＦに送信してもよい。承認要
求の受信に応答して、ＰＣＲＦ１１０は、ポリシーおよび課金制御（policy and chargin
g control：ＰＣＣ）ルールまたはポリシーをｅＮＢ１０４に送信またはインストールす
べきであると判断してもよい。ＰＣＣルールまたはポリシーは、ｅＮＢ１０４がＬＢＯを
行なう（たとえば、サービスデータフロー（service data flow：ＳＤＦ）をコアネット
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ワーク１０６を通してルーティングする代わりに、インターネット１１４に関わるデータ
サービスをビジターネットワーク１１８にオフロードする）ことを許可するかまたは却下
するためのものであってもよい。いくつかの実施形態では、ＰＣＣルールまたはポリシー
は、（たとえばローカルＰＧＷ１２０を介して）オフロードされ得る特定のサービスおよ
び／またはＳＤＦを示していてもよい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　ビジターネットワーク１１８は、コアネットワーク１０６とは異なる、ＵＥ１０２にサ
ービスを提供するためのネットワークであってもよい。たとえば、ビジターネットワーク
１１８は、コアネットワーク１０６からは外国に位置するセルラーまたはモバイルネット
ワークであってもよい。いくつかの実施形態では、ビジターネットワーク１１８は、ｅＮ
Ｂ１　１０４またはｅＮＢ２　１１６に関連付けられていてもよく、もしくは、ｅＮＢ１
　１０４またはｅＮＢ２　１１６を含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、ビジタ
ーネットワーク１１８は、４Ｇネットワーク、ＬＴＥネットワーク、ＥＰＣネットワーク
、３ＧＰＰネットワーク、または他のネットワークであってもよい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
　ノード２００がＲＡＮノードを含むいくつかの実施形態では、データストレージ２０６
は、インストールされた実施用ポリシーと加入者らとの間の関連性を含んでいてもよい。
たとえば、データストレージ２０６は、第１の加入者がＬＢＯプロシージャを使用しない
かもしれないことを示すポリシーと、第２の加入者がＬＢＯプロシージャを使用するかも
しれないことを示す第２のポリシーとを含んでいてもよい。これらの関連性を使用して、
ノード２００は、どのＳＤＦまたは加入者がＬＢＯプロシージャを使用するかもしれない
か、または使用しないかもしれないかを判断してもよい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　ステップ３２０で、データフロー要求（たとえば、承認要求または他のメッセージ）が
、ＵＥ１０２からｅＮＢ２　１１６に送信されてもよい。データフロー要求は、加入者「
３」に関連付けられてもよい。ステップ３２２で、加入者「３」についてのポリシー要求
が、ＰＣＲＦ１１０に送信されてもよい。ポリシー要求は、ＬＢＯがｅＮＢ２　１１６で
加入者にとって利用可能かどうかに関するポリシーを要求するために送信されてもよい。
ステップ３２４で、ＰＣＲＦ１１０は、ＳＰＲ１１２から加入者プロファイルまたは関連
情報を要求し、受信してもよい。集められた情報を使用して、ＰＣＲＦ１１０は、加入者
「３」のためにＬＢＯを許可するようにｅＮＢ２　１１６に命令するポリシーを生成して
もよい。たとえば、ＰＣＲＦ１１０は、加入者「３」が優先される加入者層に関連付けら
れ、および／または優先されるデバイスを使用していると判断するかもしれない。この例
では、ビジターネットワーク１１８は安全で混雑しておらず、一方、コアネットワーク１
０６は混雑しているため、ＬＢＯは許可されてもよい。ステップ３２６で、ポリシーが、
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ｅＮＢ２　１１６によってインストールされ、実施されてもよい。ステップ３２８で、ｅ
ＮＢ２　１１６は、ＬＢＯを実現または実行し、ビジターネットワーク１１８におけるロ
ーカルＰＧＷ１２０を介してデータフロー要求または他のメッセージをルーティングして
もよい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　ステップ３３０で、データフロー要求が、ＵＥ１０２からｅＮＢ２　１１６に送信され
てもよい。データフロー要求は、加入者「４」に関連付けられてもよい。ステップ３３２
で、加入者「４」についてのポリシー要求が、ＰＣＲＦ１１０に送信されてもよい。ポリ
シー要求は、ＬＢＯがｅＮＢ２　１１６で加入者にとって利用可能かどうかに関するポリ
シーを要求するために送信されてもよい。たとえば、ＰＣＲＦ１１０は、コアネットワー
ク１０６が混雑しておらず、しかしながら、ビジターネットワーク１１８が信頼できない
かまたは安全でないと判断するかもしれない。ステップ３３４で、ＰＣＲＦ１１０は、Ｓ
ＰＲ１１２から加入者プロファイルまたは関連情報を要求し、受信してもよい。集められ
た情報を使用して、ＰＣＲＦ１１０は、加入者「４」のためにＬＢＯを許可しないように
ｅＮＢ２　１１６に命令するポリシーを生成してもよい。ステップ３３６で、ポリシーが
、ｅＮＢ２　１１６によってインストールされ、実施されてもよい。ステップ３３８で、
ｅＮＢ２　１１６は、コアネットワーク１０６におけるＰＧＷ１０８を介してデータフロ
ー要求または他のメッセージをルーティングしてもよい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　ステップ４０２で、承認要求に応答して、加入者のためにｅＮＢ１　１０４またはｅＮ
Ｂ２　１１６でローカルブレークアウトを実現するために、加入者固有のポリシーが、ｅ
ＮＢ１　１０４またはｅＮＢ２　１１６にインストールされてもよい。たとえば、ＰＣＲ
Ｆ１１０は、第１の加入者のためにｅＮＢ１　１０４またはｅＮＢ２　１１６でＬＢＯを
実現し、かつ第１の加入者に関連付けられたＳＤＦがビジターネットワーク１１８および
／またはローカルＰＧＷ１２０を通してインターネット１１４にルーティングされること
を許可するポリシーを、インストールしてもよい。別の例では、ＰＣＲＦ１１０は、第２
の加入者のためにｅＮＢ１　１０４またはｅＮＢ２　１１６でＬＢＯを防止するポリシー
をインストールしてもよく、代わりに、第２の加入者に関連付けられたＳＤＦがコアネッ
トワーク１０６および／またはＰＧＷ１０８を通してインターネット１１４にルーティン
グされることを必要としてもよい。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６４】
　ステップ５０２で、加入者のためにローカルブレークアウトを実現するために、加入者
固有のポリシーが、ｅＮＢ１　１０４またはｅＮＢ２　１１６によって受信されてもよい
。たとえば、ＰＣＲＦ１１０は、第１の加入者のためにｅＮＢ１　１０４またはｅＮＢ２
　１１６でＬＢＯを実現し、かつ第１の加入者に関連付けられたＳＤＦがビジターネット
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ワーク１１８および／またはローカルＰＧＷ１２０を通してインターネット１１４にルー
ティングされることを許可するポリシーを、インストールしてもよい。別の例では、ＰＣ
ＲＦ１１０は、第２の加入者のためにｅＮＢ１　１０４またはｅＮＢ２　１１６でＬＢＯ
を防止するポリシーをインストールしてもよく、代わりに、第２の加入者に関連付けられ
たＳＤＦがコアネットワーク１０６および／またはＰＧＷ１０８を通してインターネット
１１４にルーティングされることを必要としてもよい。ノード２００がＲＡＮノードを含
むさらに別の例では、ＬＢＯモジュール２０４がポリシーを受信し、ノード２００でＬＢ
Ｏを実現してもよい。


	header
	written-amendment

